
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城労働 

 

 

 

 

Ｓｅｅｄ：種〈情報を伝えて大きく育てるという願い〉                

目次 

ご案内  
カウンセリング講座のご案内 ............................................................. 2～3 

いばらき働き方改革推進月間（８月・１１月） ................................................. 4 

いばらき名匠塾・在職者訓練事業について ..................................................... 5 

就職の悩みは「サポステ」で解決！ ........................................................... 6 

報告！インターンシップ ................................................................. 7～8 

募集  
チャレンジいばらき就職面接会(後期）参加者募集/元気いばらき就職面接会のご案内（鹿嶋会場） ... 9 

お知らせ  
[労働局から] 

茨城県産業安全衛生大会の開催及び全国労働衛生週間実施要項 ..................................................... 10 

障害者就職面接会のご案内（前期） ..................................................................................... 11～12 

ジョブ・カードの活用促進について ..................................................................................... 13～14 

労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しよう/中退共制度のご案内 ................................... 15 

令和 2年 4月 1 日からパートタイム・有期雇用労働法が施行されます！ ................................ 16～17 

[労働委員会から] 

個別的労使紛争のあっせんに係る労働相談会 ........................................................................ 18～19 

労働委員会の窓から ................................................................................................................. 20 

  

1



2



3



4



 

 
 
 
 
 

県内５つの県立産業技術専門学院では，「指導員の確保が難しい」，「ノウハウがないので社員教育

になかなか取り組めない」，「現在の社内教育をさらに充実させたい」といったご意見に応えられるよ

う，企業等で就業中の皆さんを対象として各種技能講習を実施しています。是非，従業員の教育訓練に

ご活用ください。 

 

 

 

 

ものづくりマイスター（茨城県知事の認定）等の優れた技能者が，培ってきた高度で専門的な技術や 

技能を伝承する場として，「いばらき名匠塾」を実施しています。 

【訓練コース】機械系職種（旋盤・フライス盤等），金属加工系職種（構造物鉄工・溶接等）， 

電子技術系職種（電子・電気機器組立等）など 

【対  象  者】中小企業等で働く中堅青年技能者（概ね 20～30 代） 

【定      員】各コース５名以内（各産業技術専門学院で１コース（筑西のみ２コース）実施）, 

定員 30 名 

【訓 練 時 間】48 時間（訓練日は土日又は平日の夜等，希望に応じて調整します。） 

【受  講  料】１人あたり 2,980 円（10 月 1日以降に修了する講座は 3,040 円） 

 

 

 

 

機械・電気・溶接・ＩＴ・新入社員研修など，４つのコースでお仕事に必要な技能習得をサポートします。 

コース 講座の内容・実施例 定員 訓練時間 受講料 

技能向上 
電気工事士受験対策（筆記・技能），ガス・

アーク溶接講座，新入社員研修 など 
1 講座あたり 

10～30 名 

程度 

12～20 時間 

程度 

 

2,980 円 
（10 月 1日以降

に修了する講座

は 3,040 円） 

 
※労働安全衛

生法に基づく       

講座は 

2,750 円 

ＩＴ 
機械・建築ＣＡＤ講座，ホームページ作

成講座 など 

オーダーメイド 

企業等の個別のご要望にお応えして計画

実施します。まずは内容や日程（土日・夜

間実施も可）をお聞かせください。 

品質管理，ガス・アーク・ティグ溶接，機

械加工（普通旋盤・フライス盤），型枠施

工 など 

5～20 名 

程度 

技能ブラッシュアップ 

技能検定１・２級取得を目指すなど技能者

のレベルアップを図ります。 

普通旋盤作業訓練（日立） 

8 名程度 
最長 

210 時間 

14,900 円 
（10 月 1日以降

に修了する講座

は 15,200 円） 

  

  

 

○茨城県産業戦略部労働政策課  (水戸市笠原町 978-6)        TEL 029-301-3653  

○県立水戸産業技術専門学院   (水戸市下大野町 6342）      TEL 029-269-2160  

○県立日立産業技術専門学院   (日立市西成沢町 3-9-1）     TEL 0294-35-6449  

○県立鹿島産業技術専門学院   (鹿嶋市林 572-1）           TEL 0299-69-1171  

○県立土浦産業技術専門学院     (土浦市中村西根番外 50-179) TEL 029-841-3551  

○県立筑西産業技術専門学院     (筑西市玉戸 1336-54）      TEL 0296-24-1714 

 

 

～ 技能人材の育成をサポートします ～ 

【問い合わせ先】 

 

 

いばらき名匠塾 

在 職 者 訓 練（スキルアップセミナー） 
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  就職の悩みは「サポステ」で解決!!   

 

 

地域若者サポートステーション（愛称「サポステ」）では，働くことに悩みを抱える若者に対し，キ

ャリアコンサルタントなどによる専門的な相談，コミュニケーション訓練等によるステップアップ，協

力企業への就労体験等により，就労に向けた支援を行っています。 

茨城県内には水戸市，筑西市，つくば市の３カ所にサポステが設置されており，厚生労働省から委託

を受けた，全国の若者支援の実績やノウハウのある一般社団法人等が実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談・支援は無料です。 

※プログラムの内容により参加費，交通費等を自己負担していただくことがあります。 

 

                 

電話による相談，個別面接（事前予約制）を行っています。また，一部の市町村やハローワークでの

出張相談も実施しています。まずはお気軽にお問い合わせください。本人からの相談はもちろんのこと，

ご家族からの相談も受け付けています。 

 

★ サポステの支援対象者 ★ 

「働きたいけど，どうしたらよいのかわからない・・・」 

「働きたいけど，自信が持てず一歩を踏み出せない・・・」 

「働きたいけど，コミュニケーションが苦手で・・・不安」 

   「働きたいけど，人間関係のつまずきで退職後，ブランクが長くなってしまった・・・」 

など，働くことに悩みを抱えている 15 歳～39 歳までの方 

サポステとは 

利用料金 

どのように相談したらよいのか 

「サポステ」に関する問合せ先 

●いばらき若者サポートステーション（水戸市赤塚 1 丁目 1 番地 ミオスビル１階） 

電 話：0120－717－557 ／ＦＡＸ：029－259－2774 

E-mail： info@ibasapo.com ／ ＨＰ：https://ibasapo.com 

●いばらき県西若者サポートステーション（筑西市西方 1790-29） 

    電 話：0296－54－6012 ／ＦＡＸ：0296－54－6013 

    E-mail： hola@iw-saposute.org ／ ＨＰ：http://www.iw-saposute.org/ 

●いばらき県南若者サポートステーション（つくば市東新井 28-4 新井マンションⅡ2-C） 

電 話：029－893－3380 ／ＦＡＸ：029－893－3381 

E-mail： info@saposute-tsukuba.jp ／ ＨＰ：http://saposute-tsukuba.jp/ 

●茨城県産業戦略部労働政策課 人材育成グループ（県庁舎 16 階） 

    電 話：029－301－3653 ／ＦＡＸ：029－301－3649 
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インターンシップさ行ってぎだ！ 
令和元年 8月 26 日～30日の１週間茨城県労働政策課で 3 人の学生がインターンシップを行いました。 

以下、インターンシップ生による報告です！ 

インターンシップの内容 

 県職員の方に県庁および労働政策課の概要を説明していただいたあと、県庁舎内の見学

や、パンフレット案の作成、キャリアカウンセリング、技能検定の見学、政策立案を体験

しました。 

 また、労働政策課の皆様とのフリートークや、県庁ナビゲーターとの意見交換会により、 

県職員としてあるべき姿を学ぶことができました。 

 

・政策立案体験 

 初日から最終日まで、「外国人技能実習生の労働環境の改善」というテーマのもと、政

策立案体験をさせていただきました。データ収集や現状把握を行ったうえで、より有効的

な政策案を作成するのは大変でしたが、課内の職員の方のサポートもあり、自分たちの力

を発揮することができました。 

 

・県庁ナビゲーターとの意見交換会 

 県庁職員の方と直接お話するという貴重な時間を過ごすことができました。試験勉強の

ことや、具体的な業務のことなど、私たち学生の質問に親身になって答えてくださいまし

た。 

学生の感想 

茨城大学 3 年次 

 今回のインターンシップを振り返って、県職員としての姿勢を知るとともに、労働政策課の業

務の面白さを学ぶことができました。ものづくりマイスターや産業技術専門学院の存在など、茨

城県に住み続けている自分が知らない世界が多々あり、非常に刺激をいただきました。また、政

策立案体験では、なかなか先に進めず苦労していましたが、県職員の方々からの温かいサポート

のおかげで完成に至ることができました。この貴重な経験を十分に生かし、今後の人生や就職活

動に精一杯役立てていきたいと思います。５日間という短い時間ではありましたが、本当に楽し

かったです。ありがとうございました。 
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 「難しそうなインターシップだな。」そう思ったのが最初の印象でした。緊張と不安が募る中始ま

ったインターンシップでしたが、一緒に声を掛け合いながら行動してくれた他のインターンシッ

プ生のおかけで、気負うことなく、充実した実習を行うことができました。そして、3 人で 1 つ

の政策立案を考えることにより、お互いの考えをぶつけ合い、より深い案を作成できたことは、

実際の業務に近い作業をすることができたと思いますし、達成感もありました。また、労働政策

課の方々の貴重なご意見を頂くことができ、以前はあまり自分自身が県庁で働くリアルな姿を想

像できずにいましたが、今回の実習を通して実際に働いているような姿を想像することもできま

した。今回の実習を活かして、これからたくさんの国や県の抱える問題をさらに身近に考えてい

きたいと思いました。5 日間という短い間でしたが、貴重な経験をさせていただき本当にありが

とうございました。 

城西国際大学 3 年次 

北海道教育大学 3 年次 

 インターンシップに参加するまでは、県職員がどういった仕事をし、どういった環境で働いて

いるのかあやふやでした。今回参加してみて、私の想像以上に幅広い分野で業務を行っているこ

と、県民のために様々な角度から政策を行っていることなど、具体的なイメージを持つことがで

きました。政策立案体験は大変な部分もありましたが、とてもやりがいがあり、県職員として働

きたいというモチベーションが上がりました。短い間でしたが、とても貴重で、充実した 5 日間

を過ごすことができました。親身になって接してくださった県職員の方々に本当に感謝していま

す。今回の経験を活かし、就職活動に励みたいと思います。ありがとうございました。 

労働政策課では， 

8 月 5 日～9 日に 5 名 

8 月 19 日～23 日に５名 

8 月 26 日～30 日に 3 名 

のインターンシップを行いました。 

 

何事にも意欲的に取り組む姿に， 

職員も良い刺激をもらえました！ 

 

労働政策課での体験が 

今後の学生生活や卒業後の人生に 

少しでも役に立つと幸いです。 

8



 

 

～ 茨城で働こう！君にぴったりの会社がここにある！～ 
 

 

【対象者】  令和 2年 3 月大学院・大学・短大・専修学校等卒業予定者及び既卒未就職者 

【参加予定事業所数】  水戸会場 200 社・土浦会場 134 社 

 水 戸 会 場 土 浦 会 場 

開 催 日 １０月２日（水曜日） １０月 21 日（月曜日） 

場   所 

ホテルレイクビュー水戸 

水戸市宮町１－６－１ 

（水戸駅より徒歩３分） 

ホテルマロウド筑波 

土浦市城北町２－２４ 

（土浦駅より徒歩１２分） 

※詳しくは労働政策課ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/r1challenge.html 

【お問い合わせ】茨城県産業戦略部労働政策課雇用促進対策室  

TEL ０２９－３０１－３６４５ 

 

 

 

 

 

 

  

 学生を除く若者や離職され求職中の方を対象に，合同就職面接会を開催します。 

  

記 

 

  １ 開催日時   令和元年９月２４日（火曜日）  

            13:３０～15:30（受付 13:00～） 

  ２ 会場     鹿嶋勤労文化会館 

           （鹿嶋市宮中３２５－１） 

  ３ 対象求職者  学生を除く若者や離職され求職中の方 

 ４ 参加事業所  県内に本社又は就業場所がある事業所 約２０社 

  ５ 詳細     「元気いばらき就職面接会」と検索サイトで検索いただくか， 

元気いばらき就職面接会 HP をご参照ください。 

http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/r1genki.html 

 

【問い合わせ先】 

    ○茨城県産業戦略部 労働政策課 雇用促進対策室  

℡：029-301-3645 

参加費無料 

事前申込不要 

参加費無料 

事前申込不要 
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       令和元年度 全国労働衛生週間             

スローガン 「健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場」 

令和元年度「茨城県産業安全衛生大会」が開催されます！ 

 
＜趣旨＞  

 全国労働衛生週間は、昭和 25 年の第１回実施以来、本年で 70 回を迎えます。この間、全国労働

衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を

通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところです。 

 労働者の健康をめぐる状況については、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）に基づく一般

健康診断における有所見率は５割を超え、年々増加を続けています。 

また、過重労働等によって労働者の尊い命や健康が損なわれ、深刻な社会問題となっています。

脳・心臓疾患、精神障害の労災認定件数は、ここ数年は 700 件台で推移しており、そのうち死亡又

は自殺（未遂を含む。）の件数は 200 件前後で推移していましたが、平成 30 年度は 158 件となって

います。仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然として半数

を超えています（平成 29 年労働安全衛生調査）。 

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は 58.4％であり、ストレスチェック制度の運

用についても、集団分析結果を職場環境の改善に活用している事業場の割合は 51.7％にとどまって

います。労働者の約３割が、職場において仕事上の不安、悩み又はストレスを相談できる相手がい

ないと感じています。 

このような状況を踏まえ、本年度は、「健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場」

をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るととも

に、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとしています。 

＜期 間＞  

  10 月１日から 10 月７日まで （準備期間 ９月１日から９月 30 日まで） 

＜主唱者等＞ 

主唱者 厚生労働省、中央労働災害防止協会 

 協賛者 各業種別労働災害防止協会 

 協力者 関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体 

実施者 各事業場 

【お問合せ先】茨城労働局労働基準部健康安全課 ℡029－224－6215 

  茨城県産業安全衛生大会は、全国労働衛生週間行事の一環として、下記内容により、表彰式及び

講演が行われます。県内各企業の事業主や安全衛生担当者の皆様の積極的な参加をお願いいたしま

す（参加費は無料）。 

 １ 日時 令和元年 10 月４日（金）午後１時から午後４時 30分まで（開場 正午） 

 ２ 場所 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター大ホール） 

水戸市千波町東久保 697 番地 

ＪＲ水戸駅南口よりバス・タクシー約 10分、定員 700 名 

 ３ 内容 

 （１）優良事業場等表彰 

 （２）講演「 働き方改革の取組 ― 女性活躍、仕事と家庭の両立支援から ― 」 

（株）ケーズホールディングス 上席執行役員管理本部人事部長 大槻 ゆかり 氏 

（３）特別講演「 柔道と私 」 

アテネオリンピック 柔道男子 100 キロ超級金メダリスト 鈴木 桂治 氏 

【お問合せ先】一般社団法人茨城労働基準協会連合会 ℡029－225－8881 
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障害者就職面接会

【主催】ハローワーク・厚生労働省茨城労働局・茨城県
※各会場とも受付は12：30からとなります。

（天候により、順延または中止になる場合があります。 ）

令和元年度（前期）

県央会場

●9月20日(金)
●ホテルレイクビュー水戸

水戸市宮町1-6-1

●開催時間：13:00～15:30

県西会場

●9月25日(水)
●結城市民情報センター

結城市国府町1-1-1

●開催時間：13:00～15:30

鹿行会場

●9月18日(水)
●鹿島セントラルホテル

神栖市大野原4-7-11

●開催時間：13:00～15:30

～ひとつの理解が大きな希望へ～

◆◆◆求人・求職募集中◆◆◆
詳しくは、管轄のハローワークまでお問い合わせ下さい。

県北会場

●9月17日(火)
●国民宿舎「鵜の岬」

日立市十王町伊師640

●開催時間：13:00～15:30

県南会場

●9月27日(金)
●ホテルグランド東雲

つくば市小野崎488-1

●開催時間：13:00～15:30
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求人者、障害者の方ともに、事前に下記の管轄ハローワークへ
お申し込み願います。

安定所名 所　　在　　地 電話・ファックス番号 管　轄　区　域

〒310-8509 TEL 029-231-6221 水戸市　ひたちなか市　那珂市

水戸市水府町1573-1 FAX 029-224-0795 茨城町　大洗町　城里町　東海村

〒309-1613 TEL 0296-72-0252 笠間市

笠間市石井2026-1 FAX 0296-72-9008

〒317-0063 TEL 0294-21-6441 日立市

日立市若葉町2-6-2 FAX 0294-23-3420

〒308-0821 TEL 0296-22-2188 筑西市　結城市　桜川市

筑西市成田628-1 FAX 0296-25-2664

〒304-0041 TEL 0296-43-3737 下妻市　八千代町

下妻市古沢34-1 FAX 0296-44-6564

〒300-0805 TEL 029-822-5124 土浦市　つくば市

土浦市宍塚1838 FAX 029-822-5294 かすみがうら市　阿見町

〒306-0011 TEL 0280-32-0461 古河市　境町　五霞町

古河市東3-7-23 FAX 0280-32-9019

〒303-0034 TEL 0297-22-8609 常総市　守谷市　坂東市

常総市水海道天満町4798 FAX 0297-22-2163 つくばみらい市

〒315-0037 TEL 0299-26-8141 石岡市　小美玉市

石岡市東石岡5-7-40 FAX 0299-26-8142

〒319-2255 TEL 0295-52-3185 常陸大宮市　常陸太田市

常陸大宮市野中町3083-1 FAX 0295-52-2068 大子町

〒301-0041 TEL 0297-60-2727 龍ケ崎市　取手市　牛久市

龍ケ崎市若柴町1229-1 FAX 0297-65-3060 稲敷市　利根町　河内町　美浦村

〒318-0033 TEL 0293-22-2549 高萩市　北茨城市

高萩市本町4-8-5 FAX 0293-23-6520

〒314-0031 TEL 0299-83-2318 鹿嶋市　潮来市　神栖市　行方市

鹿嶋市宮中1995-1 FAX 0299-82-6028 鉾田市

土　　浦

下　　妻

水　　戸

日　　立

笠　　間

筑　　西

常陸鹿嶋

古　　河

常　　総

石　　岡

常陸大宮

龍ケ崎

高　　萩

面接会に参加を希望する皆様へ

県内ハローワーク（公共職業安定所）
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人材確保 人材の活性化

生産性向上
人材の

スキルアップ

1 2

3 4

人
材
開
発
と
組
織
の
活
性
化
に
は
、

ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
。

井桁弘恵

人材の成長なくして
企業の成長はありません。
ジョブ・カードにより
人材と企業双方の成長が期待できます。

厚生労働省  人材開発統括官
あしたを拓く人を創る

ひら つく

事
業
主
の
方
へ
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ジョブ・カードを使って人と組織を活性化！

生産性向上

人材の活性化

2

4

従業員の
モチベーションアップ

人材の活性化や定着率の
向上により生産性も向上

人材確保

人材の
スキルアップ

1

3

応募者の職業能力を
的確に把握

従業員の教育訓練受講や
雇用型訓練の実施

従業員の成長を支援し企業の成長につなげます
ジョブ・カードは、従業員一人ひとりが自分自身のキャリアを見つめなおし、成長することを手助けするツールです。
ジョブ・カードを書くことで、仕事や能力開発に目的意識を持って取り組むことができるようになり、職場への定着率
の向上も期待できます。その結果、企業組織全体の活性化も期待されます。

若手従業員には、学生向けジョブ・カード（様式1-2）を使うこともできます。
学生時代にどのような成長をしたのか、企業内研修で学んだことは何か等を把握するときに有効です。

ジョブ・カードは、従業員が教育訓練を受講したり、雇用型訓練を実施して助成金を受けるときにも活用できます。

人材の活性化
ジョブ・カードの提供
キャリアコンサルティング機会の提供

キャリア・プランが明確になると、仕事に対
するモチベーションが向上し、仕事や能力開
発への積極的な取組等が期待されます。

生産性向上と職場定着
キャリア形成に対する意識が明確になると、
職場への定着率が高まることが期待されます。

組織の活性化
人材の活性化・育成、定着率の向上により、
企業全体も活性化されます。

従業員 企業

相乗効果

キャリアコンサルティングを活用する
従業員がジョブ・カードを書いたら、
キャリア・プランをよりよいものと
し、キャリア形成へのアクションを
より確実なものとするためにも、
キャリアコンサルティングを受ける
よう働きかけましょう。

キャリア研修（セミナーなど）
ジョブ・カードの書き方を説明

キャリアコンサルティング

ジョブ・カードの完成
定期的にジョブ・カードの

内容を振り返り、
キャリアコンサルティングを

受ける
キャリア面談
業績評価面談
人事面談
など

キャリア形成

従業員がジョブ・カードをまず書いてみる
（この時点では、未記入欄があってもOK）

セットでの
実施も可

活用

❶能力開発（自己啓発を含む）
❷仕事に対するモチベーションアップ

こんな使い方も！

生産性向上のため

厚生労働省　都道府県労働局　ジョブ・カードセンター

検索ジョブ・カード制度総合サイト
ジョブ・カード
制度総合サイト

◎詳しくは「ジョブ・カード制度総合サイト」をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局またはジョブ・カードセンターへお問い合わせください。

https://jobcard.mhlw.go.jp/
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10 月は「年次有給休暇取得促進期間」です。 
～労使一体となって 

計画的に年次有給休暇を取得しよう～ 
企業において、来年度の業務計画の作成にあたり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮す

るとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。 

働き方・休み方を変える第一歩として、「プラスワン休暇」を実施しませんか？ 
土日・祝日に年次有給休暇を組み合わせて、連休を実現する「プラスワン休暇」。 

労使協調のもと、年次有給休暇を組み合わせて、3 日（2 日）＋１日以上の休暇を実施しましょう。 

年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しませんか？ 
年次有給休暇の付与日数のうち、5 日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画

的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。 

１）導入のメリット 
事業主 労務管理がしやすく計画的な業務運営ができます。 従業員 ためらいを感じずに、年次有給休暇を取得できます。 

２）日数 付与日数から 5 日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。 
例１ 年次有給休暇の付与日数が 10 日の従業員    例２ 年次有給休暇の付与日数が 20 日の従業員 

5 日 5 日  15 日 5 日 
事業主が計画的に付与できる 従業員が自由に取得できる  事業主が計画的に付与できる 従業員が自由に取得できる 

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から 5 日を引いた日数を計画的付与の対象と

することができます。 

３）活用方法 企業、事業場の実態に合わせた様々な付与の方法があります。 
方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例 

一括付与方式 全従業員に対して同一の日に付与 製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用 

交替制付与方式 班・グループ別に交替で付与 流通・ｻｰﾋﾞｽ業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用 

【問い合わせ先】茨城労働局 雇用環境・均等室 TEL:０２９－２７７－８２９４ 
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令和元年９月2７日（金）
午前の部：10:00 ～ 12:00
午後の部：14:00 ～ 16:00

働き方改革いばらきセミナー２０１９

日 時

場 所 茨城県トラック総合会館 研修室
（水戸市見川町2440-1／TEL 029-303-6363）

対象・定員

✾パートタイム・有期雇用労働法について
✾パワーハラスメント対策、女性活躍推進法の改正について

✾その他、関連する制度等
茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門

※ 午前・午後の部とも内容は同一です
※ 説明終了後に、個別相談会を実施します

（茨城働き方改革推進支援センター）

人事・労務担当者／午前・午後の部とも各300人（先着順）

申込方法
参加申込書（裏面）に必要事項を記入し、FAX又は郵送に
より、お申込みください。
定員に達し次第、申込みを締め切らせていただきます。

申込み先

茨城労働局 雇用環境・均等室（相談・指導部門）
〒310-8511 水戸市宮町１－８－３１
TEL ０２９－２７７－８２９５／FAX ０２９－２２４－６２６５

同一企業内における正社員と非正規社員との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形
態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム労働法は有期雇用労働者も
法の対象に含め、パートタイム・有期雇用労働法に名称が改められます。
パートタイム・有期雇用労働法は、同一労働同一賃金ガイドラインとあわせて、令和２年４月１日

（中小企業は令和３年４月１日）より施行されます。
茨城労働局では、企業の人事労務担当者を対象に、これらの法律の内容等について理解を深め

ていただくため、説明会を開催いたします。

パゆうちゃん
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参 加 申 込 書

※ お申込みに際しご記入いただいた個人情報につきましては、厳密に管理し、

出欠席の確認以外に使用いたしません。

※ 複数名でお申込みいただいた場合、参加ご希望多数の場合において、人数の

調整をお願いすることがございます。あらかじめご了承ください。

会場のご案内

所在地
連絡先

参加者
部署・氏名

〒

℡ FAX

部 署：

氏 名：

部 署：

氏 名：

（ふりがな）
企業名

（ ）

参加希望
（いずれかへ○を

つけてください）
午前の部 午後の部

木工団地北 サントル千波

木工団地入口

国土交通省前

茨城県庁

水戸プラザホテル

マクドナルド

小吹保育園

ファミリーマート

至笠間

至水戸南ＩＣ
国道50号バイパス

茨城県トラック総合会館

◆常磐自動車道水戸ICより
国道50号線バイパスを大洗・日立方面に約15分

◆北関東自動車道水戸南ICより
国道50号線バイパスを常磐自動車道水戸IC方面に約15分

◆JR水戸駅北口バスターミナル6番乗場より
「千波・県庁」方面行き

「国土交通省前」下車、徒歩約15分

至千波湖

電車・バス

車

国土交通省
関東地方整備局

至水戸ＩＣ

至国道6号

17



 

 

 

 

 

  

お悩みごと 

 
 

  

 

労使間のトラブルでお困りの方，

無料で解決をお手伝いします！ 
詳細は次のページへ！ 

パワハラ 
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【使用者から…】
個人から 

 

相談会について 
～労働問題に関する豊富な知識と経験がある 

茨城県労働委員会の委員（弁護士，学識経験者，労働組合役員， 

会社役員など）が，ご相談に応じます～ 

第１回 ９月１９日㊍ 17:00～19:00 
県庁舎 23 階 

茨城県労働委員会事務局 

（水戸市笠原町 978－６） 

 

第２回 １０月１７日㊍ 17:00～19:00 

第３回 １１月２１日㊍ 17:00～19:00 

 

相談事例 

【労働者から…】
人から 

●事業主から退職を強要されている。退職しなければなら 

ないのか。 

●会社に退職金を請求したが，支払えないと言われた。 

●パートタイムで働いているが，何の説明もなく時給を下げ 

られた。 

●社員に配置転換を命令したが，理由もなく拒否された。 

●社員から高額な退職金の上乗せを求められて困っている。 

●経営不振で労働条件を変更したいが社員との話合いが 

うまくいかない。 

＜ご相談とお問い合わせ＞ 

茨城県労働委員会事務局 

       

〒310-8555  

水戸市笠原町 978 番 6（県庁 23 階）  

TEL：０２９－３０１－５５６３ 

E-mail：roudoui@pref.ibaraki.lg.jp 

URL: http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/roudoui/index.html 

電話での相談も行っています。 

（要予約）  

【事前予約制】→ 前日までに,事務局までお電話（029-301-5563） 

でご予約ください。 

【対 象 者】→ 県内に所在する事業所の労働者及び使用者。 

※正社員，契約・派遣社員，パート，アルバイトなど雇用形態は 

問いません。 
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労働委員会は，中立・公正な立場で，労使紛争の解決に向けて争議の調整や不

当労働行為の審査などを行っています。労働組合や使用者だけでなく，労働者個

人で利用できるあっせん制度もありますので，是非ご活用ください。 

審査事件(
労働組合又は労働者からの申立てにより,不当労働行為に

該当するかどうかを判定し,該当する場合救済を図る制度) 

・・・・当該期間中に新規申立てはありませんでした。 

係属中の事件は３件です。 

 

調整事件（
労働組合と使用者との間の紛争につ

いて話合いにより解決を図る制度） 

個別あっせん事件 (
労働組合に加入していない労働者と使用者との

間の紛争について話合いにより解決を図る制度) 

・・・・調整事件，個別あっせん事件とも，当該期間中に新規申請はありませんでした。

係属中の事件はありません。 

今期の事件の状況  

 

労働委員会の窓から         

令和元年６月１日～令和元年７月 31 日 

 

【お問い合わせ先】；茨城県労働委員会事務局 
 
〒310－8555 水戸市笠原町 978 番 6 
TEL029－301－5563（総務調整課），029－301－5568（審査課） 
E-mail roudoui@pref.ibaraki.lg.jp 
URL http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/roudoui/index.html 

～労使紛争の迅速・的確な解決を目指します～ 

労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と使用者との間の紛争(個別的労使紛争)が

発生し,当事者間で解決できない場合,労働委員会は個別的労使紛争の解決に向けたあっせん

を行っています。 

あっせんは,労働委員会の会長によって指名されたあっせん員が,当事者双方の主張の要点

を確かめ,当事者間の話合いを取り持ち,あるいは相互の主張の歩み寄りを勧めることによ

り,当事者間の自主的な解決を支援する手続きです。簡易かつ迅速に当事者の自主的な合意形

成を図ることを目的としています。 

あっせんでは,原則として,公益委員,労働者委員,使用者委員からそれぞれ 1 名のあっせん

員が指名され,三者構成のあっせん員が手続きに参加します。 

是非，ご利用ください。 

労働委員会講座 
個別的労使紛争のあっせん 
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茨城労働 Seed  

9 月号 第 713 号 

茨城県産業戦略部労働政策課 

〒310-8555 水戸市笠原町 978 番 6 

令和元年９月発行  TEL 029-301-3635 

http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/r

odo/seed/index.html 


